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問 問

税
の
申
告
は
お
早
め
に

□
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
で
簡
単
作
成

　

国
税
庁
の
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
（h

ttp
://w

w

w
.n

ta.g
o.jp

）
の
「
確
定
申
告
書
等
作
成

コ
ー
ナ
ー
」
を
利
用
す
れ
ば
、
簡
単
に
申

告
書
が
作
成
で
き
ま
す
。

　

ま
た
直
接
、
国
税
電
子
申
告
納
税
シ
ス

テ
ム
（
ｅ
―
Ｔ
ａ
ｘ
）
も
利
用
で
き
ま
す
。

※
ｅ
―
Ｔ
ａ
ｘ
に
必
要
な
住
民
基
本
台
帳

カ
ー
ド
に
格
納
さ
れ
た
電
子
証
明
書
の
有

効
期
限
は
３
年
で
す
。
電
子
証
明
書
の
期

限
切
れ
に
、
ご
注
意
く
だ
さ
い

□
税
理
士
に
よ
る
無
料
税
務
相
談

　

次
に
該
当
す
る
方
は
、
無
料
税
務
相
談

　

市
・
県
民
税
申
告

　

平
成
２３
年
度
の
市
・
県
民
税
は
、
平
成

２３
年
１
月
１
日
現
在
、
市
内
に
住
所
を
有

す
る
方
で
、
平
成
２２
年
中
の
所
得
を
基
準

に
算
出
し
ま
す
。

　
　

税
務
課
市
民
税
係
（
内
線
５
０
６
）

□
申
告
の
受
付
会
場

【
市
役
所
会
議
棟
で
の
申
告
受
け
付
け
】

　

期
間
中
、
混
雑
が
予
想
さ
れ
る
の
で
、

地
域
ご
と
に
日
に
ち
を
設
定
し
て
い
ま

す
。
左
表
を
参
考
に
し
て
、
お
出
掛
け
く

だ
さ
い
。

□
と
き　

２
月
１６
日
㈬
―
３
月
１５
日
㈫
午

前
９
時
―
午
後
５
時
（
土
・
日
は
除
く
）

【
各
地
域
で
の
申
告
受
け
付
け
】

　

各
地
域
で
も
申
告
受
け
付
け
を
行
い
ま

す
が
、
混
雑
が
予
想
さ
れ
ま
す
。
市
役
所

へ
お
越
し
い
た
だ
け
る
方
は
、
会
議
棟
で

の
申
告
を
お
願
い
し
ま
す
。

□
受
付
時
間　

午
前
９
時
―
午
後
５
時（
土
・

日
は
除
く
）

□
申
告
が
必
要
な
方

　

平
成
２３
年
１
月
１
日
に
市
内
に
住
所
が

あ
る
方
は
、
原
則
、
申
告
書
を
提
出
し
な

け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
た
だ
し
、
次
の
方

は
申
告
の
必
要
は
あ
り
ま
せ
ん
。

▽
確
定
申
告
を
し
た
方

▽
給
与
支
払
報
告
書
や
公
的
年
金
支
払
報

告
書
が
提
出
さ
れ
て
い
る
方
で
、
ほ
か
に

所
得
の
な
い
方

※
社
会
保
険
料
控
除
、生
命
保
険
料
控
除
、

配
偶
者
特
別
控
除
、
扶
養
控
除
な
ど
の
控

除
を
受
け
よ
う
と
す
る
方
は
申
告
が
必
要

で
す

□
注
意　

平
成
２２
年
中
に
所
得
の
な
か
っ

た
方
で
も
、
国
民
健
康
保
険
に
加
入
し
て

い
る
方
は
、
保
険
料
の
算
定
の
た
め
簡
易

申
告
書
の
提
出
が
必
要
で
す
。

　

ま
た
扶
養
認
定
の
た
め
、
所
得
証
明
書

な
ど
が
必
要
な
方
も
、
申
告
書
の
提
出
を

お
勧
め
し
ま
す
。

□
申
告
に
必
要
な
も
の

▽
送
付
さ
れ
た
市
・
県
民
税
申
告
書
ま
た

は
簡
易
申
告
書　

▽
印
鑑　

▽
平
成
２２
年
中
の
収
入
金
額
の
分
か
る
も

の
、
源
泉
徴
収
票
（
給
与
・
公
的
年
金
）、

報
酬
等
支
払
調
書
、
事
業
の
収
支
が
分
か

る
書
類

▽
保
険
料
控
除
証
明
書
（
社
会
保
険
料
・

個
人
年
金
・
生
命
保
険
料
・
損
害
保
険
料

な
ど
）

※
申
告
で
国
民
年
金
保
険
料
な
ど
に
係
る

社
会
保
険
料
控
除
を
受
け
よ
う
と
す
る
場

合
、
支
払
証
明
書
の
添
付
が
義
務
付
け
ら

れ
て
い
ま
す
。
日
本
年
金
機
構
な
ど
か
ら

送
付
さ
れ
た
証
明
書
を
お
持
ち
く
だ
さ
い

を
利
用
で
き
ま
す
。

①
平
成
２２
年
の
所
得
金
額
が
３
０
０
万
円

以
下
の
事
業
所
得
者
、
不
動
産
所
得
者
、

雑
所
得
者　

②
①
の
方
で
、
消
費
税
の
課
税
事
業
者
の

場
合
は
、
平
成
２２
年
分
の
基
準
期
間
の
課

税
売
上
高
が
３
千
万
円
以
下
の
方

③
給
与
所
得
者
や
年
金
受
給
者
（
高
額
所

得
者
や
相
談
内
容
が
複
雑
な
方
は
ご
遠
慮

く
だ
さ
い
）

　

ま
た
ｅ
―
Ｔ
ａ
ｘ
に
よ
る
申
告
に
つ
い

て
、
指
導
を
希
望
す
る
方
は
申
し
出
て
く

だ
さ
い
。

□
と
き　

２
月
２１
日
㈪
―
２５
日
㈮
午
前
９

時
半
―
正
午
、
午
後
１
時
―
４
時

□
と
こ
ろ　

市
役
所
会
議
棟

□
申
告
期
間
前
の
説
明
会
な
ど

【
公
的
年
金
受
給
者
の
申
告
受
け
付
け
】

　

確
定
申
告
期
間
前
に
、
公
的
年
金
受
給

者
の
所
得
税
の
確
定
申
告
を
受
け
付
け
ま

す
。
収
支
内
訳
書
な
ど
の
作
成
が
必
要
な

方
は
、
税
務
署
な
ど
の
申
告
会
場
で
申
告

を
お
願
い
し
ま
す
。

□
と
き　

２
月
３
日
㈭
、
４
日
㈮
午
前
９

時
半
―
正
午
、
午
後
１
時
―
４
時
半

□
と
こ
ろ　

市
役
所
会
議
棟

【
マ
イ
ホ
ー
ム
を
取
得
し
た
方
の
住
宅
借

入
金
等
特
別
控
除
説
明
会
】

□
と
き　

２
月
９
日
㈬
、
１０
日
㈭
午
前
９

時
―
１１
時
半
、
午
後
１
時
―
４
時

□
と
こ
ろ　

中
津
川
商
工
会
議
所
ホ
ー
ル

　
平
成
22
年
分
の
確
定
申
告
が
２
月
１４
日
㈪
か
ら
、

市
・
県
民
税
の
申
告
が
２
月
１６
日
㈬
か
ら
始
ま
り
ま

す
。
期
間
の
終
盤
に
な
る
と
大
変
混
雑
し
ま
す
。

申
告
は
早
め
に
済
ま
せ
ま
し
ょ
う
。

□
送
付
先
・
問
い
合
わ
せ
　

▽
確
定
申
告
＝
〒
５
０
８
―
８
６
１
１
　
中
津
川
市

か
や
の
木
町
４
―
３
　
中
津
川
税
務
署
皐
０
５
７
３

―
６
６
―
１
２
０
２
　

▽
市
・
県
民
税
＝
〒
５
０
９
―
７
２
９
２
（
住
所
不
要
）

税
務
課
市
民
税
係
　（
内
線
５
０
６
）

□
確
定
申
告
が
必
要
な
方

・
事
業
所
得
や
不
動
産
所
得
、
譲
渡
所
得

な
ど
の
合
計
金
額
が
、
各
種
所
得
控
除
金

額
の
合
計
額
よ
り
多
い
方

・
給
与
収
入
金
額
が
２
千
万
円
を
超
え
る
方

・
１
カ
所
か
ら
給
与
を
受
け
て
お
り
、
給

与
所
得
や
退
職
所
得
以
外
の
所
得
の
合
計

が
２０
万
円
を
超
え
る
方

・
給
与
を
２
カ
所
以
上
か
ら
受
け
て
お
り
、

年
末
調
整
を
受
け
な
い
給
与
の
収
入
金
額

と
、
給
与
所
得
や
退
職
所
得
以
外
の
所
得

の
合
計
が
２０
万
円
を
超
え
る
方

・
医
療
費
控
除
や
寄
付
金
控
除
、
住
宅
借

入
金
等
特
別
控
除
な
ど
の
各
種
控
除
を
受

け
ら
れ
る
方

　

 

確
定
申
告

　

中
津
川
特
設
会
場
で
、
申
告
を
受
け
付

け
ま
す
。

※
こ
の
期
間
中
、
中
津
川
税
務
署
で
は
申

告
相
談
を
行
い
ま
せ
ん　

□
と
き　

２
月
１４
日
㈪
―
３
月
１５
日
㈫
午

前
９
時
―
午
後
５
時
（
土
・
日
を
除
く
）

□
と
こ
ろ　

中
津
川
商
工
会
議
所
ホ
ー
ル

　
　

中
津
川
税
務
署
志
０
５
７
３
―
６
６

―
１
２
０
２　

　

６５
歳
以
上
の
方
で
、
介
護
保
険
制
度

に
基
づ
き
要
介
護
１
―
５
や
要
支
援
２

の
認
定
を
受
け
て
い
る
方
は
、
障
害
者

手
帳
な
ど
を
取
得
し
て
い
な
く
て
も
、

所
得
税
法
や
地
方
税
法
上
の
「
障
害
者

控
除
」
が
受
け
ら
れ
ま
す
。

　

こ
の
控
除
を
受
け
る
に
は
「
障
害
者

控
除
対
象
者
認
定
書
」
が
必
要
で
す
。

希
望
す
る
方
は
、
介
護
保
険
被
保
険
者

証
を
持
っ
て
、
高
齢
福
祉
課
へ
お
越
し

く
だ
さ
い
。

　

恵
那
南
部
５
地
域
に
お
住
ま
い
の
方

は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
振
興
事
務
所
を
利
用

く
だ
さ
い
。

※
本
人
や
世
帯
員
以
外
の
方
が
申
請
す

る
場
合
は
、
委
任
状
が
必
要
で
す

　
　

高
齢
福
祉
課
（
内
線
１
２
３
）

と　　き 対象地区

２月１６日㈬～２１日㈪㈪ 大 井 町

南部５地域

２月２２日㈫～２５日㈮㈮ 長 島 町

２月２８日㈪～３月１日㈫ 東 野

３月２日㈬㈬ 飯 地 町

３月３日㈭㈭ 中野方町

３月４日㈮ 笠 置 町

３月７日㈪㈪ 武 並 町

３月８日㈫㈫ 三 郷 町

３月９月㈬～１５日㈫ 市内全域

申　告　会　場 と　き 対象地区

ＪＡ恵那北部支店
２月１６日㈬ 毛呂窪・本郷

２月１７日㈭ 姫栗・河合

中野方コミュニティ
センター

２月１８日㈮ １区～５区

２月２１日㈪ ６区～１１区

三郷公民館
２月２２日㈫ 野井

２月２３日㈬ 佐 良々木・椋実

武並コミュニティ
センター

２月２４日㈭ 藤

２月２５日㈮ 竹折

飯地公民館 ２月２８日㈪ 飯地町全域

岩村振興事務所
２月１６日㈬～
３月１日㈫

岩村町全域

串原振興事務所 串原全域

山岡振興事務所
３月２日㈬～
３月１５日㈫

山岡町全域

上矢作振興事務所 上矢作町全域

明智振興事務所
２月１６日㈬～
３月１５日㈫ 南部５地域

●市役所会議棟での申告受付●

●各地域での申告受付●

要
介
護
や
要
支
援
の
認
定
を
受
け
て

い
る
方
は
障
害
者
控
除
の
対
象

問


